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第
九
十
八
条

校
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
校
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
生
徒
が
行
う
次

に
掲
げ
る
学
修
を
当
該
生
徒
の
在
学
す
る
高
等
学
校
に
お
け
る
科
目
の
履
修
と
み
な
し
、
当
該
科
目
の
単
位
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程
若
し
く
は
専
門
課
程
に
お
け
る
学
修
そ
の
他
の
教
育
施

設
等
に
お
け
る
学
修
で
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の

二

知
識
及
び
技
能
に
関
す
る
審
査
で
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の
に
係
る
学
修

三

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
そ
の
他
の
継
続
的
に
行
わ
れ
る
活
動
（
当
該
生
徒
の
在
学
す
る
高
等
学
校
の
教
育
活
動

と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。）に
係
る
学
修
で
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の

第
九
十
九
条

第
九
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
加
え
る
こ
と
の
で
き
る
単
位
数
及
び
前
条
の
規
定
に
基
づ
き
与
え
る

こ
と
の
で
き
る
単
位
数
の
合
計
数
は
三
十
六
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

第
百
条

校
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
校
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
生
徒
が
行
う
次
に
掲

げ
る
学
修
（
当
該
生
徒
が
入
学
す
る
前
に
行
つ
た
も
の
を
含
む
。）を
当
該
生
徒
の
在
学
す
る
高
等
学
校
に
お
け
る

科
目
の
履
修
と
み
な
し
、
当
該
科
目
の
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
合

格
点
を
得
た
試
験
科
目
（
同
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
（
昭
和
二
十

六
年
文
部
省
令
第
十
三
号
。
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。）の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
合
格
点
を
得
た
受
検
科
目

を
含
む
。）に
係
る
学
修

二

高
等
学
校
の
別
科
に
お
け
る
学
修
で
第
八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
公
示
す
る
高
等
学
校

学
習
指
導
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
て
修
得
し
た
科
目
に
係
る
学
修

第
三
節

定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
並
び
に
学
年
に
よ
る
教
育
課
程
の
区
分
を
設
け
な
い
場
合

そ
の
他

第
百
一
条

通
信
制
の
課
程
の
設
備
、
編
制
そ
の
他
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
高

等
学
校
通
信
教
育
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
三
十
二
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

第
八
十
条
（
施
設
、
設
備
及
び
編
制
に
係
る
も
の
に
限
る
。）並
び
に
第
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
九

条
及
び
第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
通
信
制
の
課
程
に
適
用
し
な
い
。

第
百
二
条

高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
の
修
業
年
限
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
勤
労
青
年

の
教
育
上
適
切
な
配
慮
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
百
三
条

高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
第
百
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
七
条
（
各
学
年
の
課
程
の
修

了
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、学
年
に
よ
る
教
育
課
程
の
区
分
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
学
年
に
よ
る
教
育
課
程
の
区
分
を
設
け
な
い
場
合
に
お
け
る
入
学
等
に
関
す
る
特
例
そ
の

他
必
要
な
事
項
は
、
単
位
制
高
等
学
校
教
育
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
文
部
省
令
第
六
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

第
百
四
条

第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
（
第
四
十
六
条
を
除
く
。）、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
七
条
か
ら
第

七
十
一
条
ま
で
（
第
六
十
九
条
を
除
く
。）の
規
定
は
、
高
等
学
校
に
準
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
業
年
限
が
三
年
を
超
え
る
定
時
制

の
課
程
を
置
く
場
合
は
、
そ
の
最
終
の
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
九
月
三
十
日
に
終
わ
る
も
の
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

校
長
は
、
特
別
の
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
上
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十

九
条
に
規
定
す
る
学
年
の
途
中
に
お
い
て
も
、
学
期
の
区
分
に
従
い
、
入
学
（
第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
入
学
を

除
く
。）を
許
可
し
並
び
に
各
学
年
の
課
程
の
修
了
及
び
卒
業
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章
を
削
り
、
第
五
十
条
の
三
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
五
章

中
学
校

第
六
十
九
条

中
学
校
の
設
備
、
編
制
そ
の
他
設
置
に
関
す
る
事
項
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
中
学
校

設
置
基
準
（
平
成
十
四
年
文
部
科
学
省
令
第
十
五
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
十
条

中
学
校
に
は
、
生
徒
指
導
主
事
を
置
く
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
項
に
規
定
す
る
生
徒
指
導
主
事
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭

を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
生
徒
指
導
主
事
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

生
徒
指
導
主
事
は
、
指
導
教
諭
又
は
教
諭
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

４

生
徒
指
導
主
事
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
生
徒
指
導
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
り
、
当
該
事
項
に
つ
い
て

連
絡
調
整
及
び
指
導
、
助
言
に
当
た
る
。

第
七
十
一
条

中
学
校
に
は
、
進
路
指
導
主
事
を
置
く
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
項
に
規
定
す
る
進
路
指
導
主
事
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭

を
置
く
と
き
は
、
進
路
指
導
主
事
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

進
路
指
導
主
事
は
、
指
導
教
諭
又
は
教
諭
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。
校
長
の
監
督
を
受
け
、
生
徒
の
職
業

選
択
の
指
導
そ
の
他
の
進
路
の
指
導
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
り
、当
該
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
及
び
指
導
、

助
言
に
当
た
る
。

第
七
十
二
条

中
学
校
の
教
育
課
程
は
、
必
修
教
科
、
選
択
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間

に
よ
つ
て
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

必
修
教
科
は
、
国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、
音
楽
、
美
術
、
保
健
体
育
、
技
術
・
家
庭
及
び
外
国
語
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
国
語
等
」
と
い
う
。）の
各
教
科
と
す
る
。

３

選
択
教
科
は
、
国
語
等
の
各
教
科
及
び
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
中
学
校
学
習
指
導
要
領
で
定
め
る
そ
の
他
特

に
必
要
な
教
科
と
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
か
ら
、
地
域
及
び
学
校
の
実
態
並
び
に
生
徒
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
考

慮
し
て
設
け
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
三
条

中
学
校
（
併
設
型
中
学
校
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
携
型
中
学
校
を
除
く
。）の
各
学

年
に
お
け
る
必
修
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
時
数
、
各
学
年
に

お
け
る
選
択
教
科
等
に
充
て
る
授
業
時
数
並
び
に
各
学
年
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
総
授
業
時
数
は
、
別
表
第
二
に
定

め
る
授
業
時
数
を
標
準
と
す
る
。

第
七
十
四
条

中
学
校
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
課
程
の
基
準
と
し
て
文

部
科
学
大
臣
が
別
に
公
示
す
る
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
四
条

生
徒
が
、
休
学
又
は
退
学
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
校
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
五
条

学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
高
等
学
校
入
学
に
関
し
、
中
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同

等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
九
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者

二

文
部
科
学
大
臣
が
中
学
校
の
課
程
と
同
等
の
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
定
し
た
在
外
教
育
施
設
の
当
該

課
程
を
修
了
し
た
者

三

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者

四

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の
中
学
校
卒
業
程
度
認
定
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
文
部
省
令
第
三
十
六
号
）
に
よ

り
、
中
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
者

五

そ
の
他
高
等
学
校
に
お
い
て
、
中
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者

第
九
十
六
条

校
長
は
、
生
徒
の
高
等
学
校
の
全
課
程
の
修
了
を
認
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要

領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
七
十
四
単
位
以
上
を
修
得
し
た
者
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。た
だ
し
、

第
八
十
五
条
又
は
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
高
等
学
校
の
教
育
課
程
に
関
し
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
四
条

の
規
定
に
よ
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
九
十
七
条

校
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
生
徒
が
当
該
校
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
他
の
高
等

学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
お
い
て
一
部
の
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
と
き
は
、
当
該
修
得
し
た
単

位
数
を
当
該
生
徒
の
在
学
す
る
高
等
学
校
が
定
め
た
全
課
程
の
修
了
を
認
め
る
に
必
要
な
単
位
数
の
う
ち
に
加
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
生
徒
が
他
の
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
お
い
て
一
部
の
科
目
の
単

位
を
修
得
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
他
の
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
校
長
は
、
当
該
生
徒
に
つ
い
て

一
部
の
科
目
の
履
修
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

同
一
の
高
等
学
校
に
置
か
れ
て
い
る
全
日
制
の
課
程
、
定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
相
互
の
間
の
併
修

に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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